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第２８回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 長谷川良光は、令和４年９月２６日、午後２時３０分、農業委

員を足利市役所に召集し、第２８回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 桐生さとみ   ３ 石𣘺孝雄 

  ４ 藤生正浩   ５ 清水 茂   ６ 岡村奏一 

  ７ 本島一喜      ９ 三田照子 

１０ 星野雅彦 １１ 森山正和 １２ 河内義昭 

１３ 長谷川良光 １４ 赤坂安一 １５ 遠藤茂太 

 

１ 出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

蓼沼克夫、松﨑茂夫、青木芳光、長竹武男、鴇田忠夫、本嶋ミチ子、嶋田重雄 

関口孝雄、入江泰三、湯澤 有、萩原晴夫、齋藤 幹、沖山匡弘、岡田哲也 

山根常夫、平塚和弘、石川弘幸、小林重雄、田島哲夫 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

局長 安西 健、次長 河内 厚、主幹 原島一晃、副主幹 齋藤玲子、主査 杉戸政徳 

１ 書記は、次のとおりである。 

主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

(議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告いたします。ただいまの出席委員は１４名であります。 

欠席委員は８番 柏瀬委員であります。 

推進委員の出席は１９名であります。 

なお、推進委員の皆さんは農業委員会等に関する法律第２９条により担当

地区の農地等の最適化の推進について意見を述べることができます。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長 

専決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第６号までについて 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 農用地利用配分計画(案)に係る市長からの協議について 

議案第５号 令和４年度農地等利用最適化推進施策の改善についての 

意見書（案）について 

  議案第６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１４名で定足数に達して

おりますので、これより第２８回足利市農業委員会総会を開会いたします。 

【午後２時３７分 開会】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

７番 本島委員、１５番 遠藤委員を指名いたします。ご異議ございません

か。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、総括表に基づきましてご報告いたします。 

農地法第４条の届出は、件数が３件、筆数が３筆、面積が２，９６８．００

㎡です。 

農地法第５条の届出は、件数が１１件、筆数が２６筆、面積が９，７５３．

４０㎡です。 

合計いたしまして、件数が１４件、筆数が２９筆、面積が１２，７２１．４

０㎡です。 

詳細につきましては、第４条の届出が２ページに、第５条の届出が３ページ

から６ページまでに掲載しております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 
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議長 

 

青木推進委員 

長竹推進委員 

議長 

 

議案書の７ページをお開きください。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたしま

す。 

９月の申請件数は１件でした。 

１番、申請地は名草中町地内の畑、２５７㎡です。譲受理由は経営規模拡大

のためで、譲渡理由は非農家で耕作が難しいため手放したいというものです。

契約内容は所有権移転の贈与です。 

調査書は議案書３１ページにありますが、各項目とも適正なものと判断し

ます。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、３条許可申請１件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律 第３１条 議事参与制限により、１５

番 遠藤委員の退席を求めます。 

【午後２時４１分 退席】 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

７番 本島委員 

７番 本島です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３１ページをご覧下さい。 

調査年月日は令和４年９月１５日、木曜日、午前９時３０分から、調査班は

三田委員を班長といたしまして、藤生委員、清水委員、星野職務代理、私の５

名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地１筆の確認を行ったものであり

ます。譲受人の自作地については、合計６１筆を事前に事務局で確認し、適正

に耕作がなされていることの報告を受けましたので、現地確認は省略させて

いただきました。 

申請地は譲受人の自宅に近接しており、営農する他の農地の耕作状況など

からも、周辺農地への農業上の支障はないものと判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

特にありません。 

ありません。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 
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それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、遠藤委員の出席を求めます。 

【午後２時４４分  出席】 

続いて議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の８ページをお開きください。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

９月の申請件数は１０件、うち一般住宅３件、太陽光７件でした。議案書の

後半にある個別の調査書を見ながらご説明いたします。 

では、議案書３２ページをお開きください。 

１番、申請地は名草下町地内の田、１，２０６㎡ほか６筆、計４，２７５㎡

です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル８４０枚を２，１５

８．８０㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４０ページをお開きください。 

２番、申請地は名草下町地内の畑、２５５㎡ほか１筆、計３３２㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積３８．０９㎡を建築するものです。

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種

農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４１ページをお開きください。 

３番、申請地は名草下町地内の田、１８８㎡ほか６筆、計３，５９０㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル６１２枚を１，５７

２．８４㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４２ページをお開きください。 

４番、申請地は名草下町地内の田、２５４㎡ほか６筆、計３，９６５㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル７２０枚を１，８５

０．４０㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有
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権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４３ページをお開きください。 

５番、申請地は名草中町地内の田、１，５００㎡ほか１筆、計２，１４４㎡

です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル４４４枚を１，１４

１．０８㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４４ページをお開きください。 

６番、申請地は松田町地内の畑、４５７㎡ほか６筆、計２，８５１㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル７３２枚を１，８８

１．１２㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４５ページをお開きください。 

７番、申請地は小俣町地内の田、３９４㎡ほか２筆、計１，３５９㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル２１０枚を４７１．

５０㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移

転の売買、農地区分は第２種農地です。調査書の各項目とも適正なものと判断

します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４６ページをお開きください。 

８番、申請地は堀込町地内の田、４９１㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１４９．１３㎡を建築するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第

２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

議案書４７ページをお開きください。 

９番、申請地は島田町地内の田、３３０㎡です。 

施設の概要は一般住宅１棟で、延床面積１２７．５２㎡を建築するもので

す。申請理由は記載のとおりで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第

１種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 
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議案書４８ページをお開きください。 

１０番、申請地は羽刈町地内の畑、６８０㎡ほか３筆、計３，０８４㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光発電パネル７２０枚を１，８５

０．４０㎡に設置するものです。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有

権移転の売買、農地区分は第２種農地です。 

調査書の各項目とも適正なものと判断します。 

現地の様子はご覧のとおりです。（モニター画面に投影） 

以上、５条許可申請１０件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

４番 藤生委員。 

４番 藤生です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３３ページをご覧下さい。 

調査年月日、調査班は、議案第１号と同じです。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

今回、５条許可申請の実情について、申請地の現地確認と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、本市で太陽光発電事業を営む申請人が、事業の拡大を目的に申請地

を譲り受け、太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

高圧の発電設備用地として必要な広さを確保できる土地を市内で探したと

ころ、本申請地が条件に合致したとのことでした。 

発電出力は４５３．６キロワットで、売電単価は税抜き１１円、年間約４７

０万円の売電収益となり、９年目には収支がプラスになる計画です。転用にか

かる費用の全額を自己資金で賄います。 

事業計画によると、整地のみを行い、造成はありません。 

周辺の農地が耕作中であることから、草刈りや水路の堀さらいなどを計画

的に行い、耕作者に影響が及ぶことのないように念を押し、了解を得ました。 

また、隣接して利用権が設定された農地が存在していることから、進入経路

の確保について確認したところ、フェンスを境界から５０センチ下げて設置

すること、工事の事前説明を行う際に耕作者と協議し、進入路を広げる必要が

生じた場合は対応するとの説明がありました。 

申請地は、東と北は水路および田、南は畦畔、西は道路および田です。水路

機能と進入経路が維持されれば、残存する農地に影響はないと考えます。 

結論として、申請地は名草下町南部の第２種農地であり、申請人の実情から

転用の必要性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしていることから、調

査班としては許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 



7 

 

議長 

 

青木推進委員 
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ただいま報告のあった本件について、地区推進委員から意見等ございます

か。 

地区推進委員の青木です。調査会の現地立ち合いの際にも申し上げました

が、申請地の奥に残る農地への進入については、県道から申請地の脇の官地を

通って入っているようですが、以前から、畦を壊されてしまうというクレーム

を受けています。施工に当たり、トラクターがスムーズに入れる幅の確保に配

慮してほしいです。 

先ほどの事務局からの説明でも、進入については配慮する、という説明でし

た。 

はい、残る田への進入に配慮するよう、代理人を通じて伝えることとしま

す。 

それでは、ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて、２番から１０番までを上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ２番から１０番はそのように決定いたしま

した。 

続いて議案第３号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１３ページをお開きください。 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。今月

も、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借、いわゆる利用権と、農地中間管理

事業法に基づく貸借の２つの集積計画があります。 

では、まず、利用権からです。 

議案書の１４ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定が３件で、面積は４，６６９㎡です。所有権移転は１件で、面積は１，０

０８㎡です。 

詳細につきましては、貸借権設定を１５ページに、所有権移転を１６ページ

に掲載しております。 

なお、貸借権設定の１番については、新規就農の案件ですのでご説明いたし

ます。議案書の４９ページをご覧ください。９月１５日に開催された運営委員

会の資料となっております。 
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議長 

申請人は群馬県大泉町在住の非農家で、申請地を借り受け、トルコギキョウ

の栽培を行うというものです。申請地は荒金町にある田 ２筆、計２，３２２

㎡で、連棟ハウスと単棟ハウスが建っております。契約期間は１０年間です。 

議案書４９ページ右側から５３ページまでに、営農計画書、位置図、地籍図、

現地写真、利用権設定申出書を掲載しております。 

以上、審議の後、承認をいただきましたら、９月３０日付けで公告の手続き

を行います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の１番を上程いたします。 

本件は運営委員会で調査しておりますので、報告を求めます。 

１５番 遠藤運営委員長。  

１５番 運営委員長の遠藤です。 

新規就農について、運営委員会の実情調査の結果を報告いたします。 

今回は、申請人からの農地の利用権設定の承認の申出に伴い、別添の申請資

料にもとづきまして、申請人出席のもと、実情調査を行いました。 

調査年月日は、令和４年９月１５日、木曜日、午後１時３０分から、運営委

員４名で調査を行いました。 

申請内容、申請理由については、事務局から説明がありましたので省略いた

します。 

申請人は、幼少期から農業に触れる機会が多く、専門学校で園芸作物を専攻

しました。今年４月からは、市内の農業士のもとに研修に入るとともに、ＪＡ

の花き部会員の勉強会にも参加し、知識と技術の習得に努めています。 

営農の規模は、連棟ハウスと単棟ハウスの合計１４ａで、単棟ハウスの一部

を作業場にします。 

出荷調整作業は、ここだけでは不足するため、自宅にも作業場を設置する予

定です。 

まず、経営を軌道に乗せることを最優先とし、「生計が成り立つよう、計画

的に資金を貯め、規模拡大を図りたい」とのことでした。 

出荷先はＪＡで、花き部会にも入部するので、就農後の支援体制は万全で

す。今後は、ハウスの修繕に補助事業を使いたいとのことで、認定新規就農者

の認定申請も行う予定です。 

以上、申請人の強い営農意欲が確認できましたので、運営委員会といたしま

して、申請人の新規就農および利用権設定を承認したいと考えています。 

以上で、報告を終わります。 

本件について、意見を求めます。 

３番 石𣘺委員。 

３番 石𣘺です。 

議案書では、農地の賃借料が反当り４，３００円となっていますが、ハウス

の賃料はどうなっているのでしょうか。 

農地の賃料と同様ですが、委員会としての基準はありません。貸借の申出や
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申請は、貸付人、借受人のお互いの合意のもと上がってきますので。 

今後、空きハウスを新規就農者が借りやすくするよう、農地の賃借料とは別

に、目安を作ってもらえるとありがたいです。桁外れの価格で借りている農業

者もいるので。 

本日、総会後の全員協議会で、今年の賃借料情報の提供の仕方について協議

することとなっていますが、農業委員会で賃料を設定することは、法的にでき

ません。あくまで、現況のデータを集計し、平均値を情報提供するのみです。

そのため、委員の皆さんは、情報を掴んでおいてください。また、先に契約を

する前に、事務局に賃借料の相談をした方が良いと思います。 

どうしても、借受人の立場が弱く、情報を持っていないと決めにくいと思い

ます。 

離農者のハウス情報は大切です。資材が高騰する中、空きハウスを新規就農

者に渡していくことが、スムーズな就農につながります。空きハウスの情報

は、他の委員や事務局との情報共有を心掛けましょう。 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 貸借権の１番はそのように決定いたしまし

た。 

続いて、貸借権設定の２番及び３番と所有権移転についてを上程いたしま

す。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の２番及び３番と所有権移転については、その

ように決定いたしました。 

同じく、議案第３号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画配分計

画方式についてを上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

続きまして、中間管理事業に基づく集積計画をご説明いたします。議案書の

１７ページをお開きください。 

この配分計画方式は、一括方式が創設される以前の、当初からある手続き

で、集積計画の公告によって中間管理権が発生し、機構への貸付けが行われま

す。その後、その貸付地を借り受ける受け手を配分計画案として農業委員会が

決定し、配分計画案を県へ提出し、県が配分計画を認可して受け手の権利が発

生する、という仕組みです。続く議案第４号と関連しています。 

この案件は、先月もご承認いただきましたが、今年度、国が新しく創設した、

遊休農地解消緊急対策事業を活用するに当たり、中間管理事業法の配分計画

方式で手続きをするものです。 
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解消事業の対象要件ですが、農振農用地、いわゆる青地であること、機構へ

１０年以上、使用貸借で貸し付けることとなっています。遊休農地の解消に当

たっては、原則、耕作者の負担となり、解消費用のうち、１０ａ当たり４３，

０００円が助成されます。 

今回の川崎町については、１０月１日付けで機構に農地が預けられ、機構が

解消に入るという流れになります。ただ、機構が解消ということになっていま

すが、実際の解消は耕作者です。 

長い説明となりましたが、以上で、議案第３号 集積計画の説明となりま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

 それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画は、そのよう

に決定いたしました。 

続いて、議案第４号 農用地利用配分計画（案）に係る市長からの協議につ

いてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

それでは、議案第４号 中間管理事業の配分計画案についてご説明いたし

ます。こちらは、先にご承認いただきました、議案第３号で機構に貸しつけら

れた農地を、担い手に配分する案となっています。議案書２２ページをお開き

ください。こちらの貸借の始期が、１１月１日からとなっています。先ほどご

承認いただいた集積計画では、１０月１日に機構に農地が預けられることと

なりましたので、この１か月間で、遊休農地を解消する、というイメージです。 

こちらの配分案についてご承認いただいた後、農業委員会として「意見な

し」とした意見書を、県へ提出することとなります。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

本件について意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり承認することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号はそのように決定いたしました。 

続いて、議案第５号 令和４年度農地等利用最適化推進施策の改善につい

ての意見書（案）についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の２３ページをお開きください。 

議案第５号 令和４年度農地等利用最適化推進施策の改善についての意見

書（案）について、ご説明いたします。 

農業委員会等に関する法律第３８条第１項の規定に基づき、関係行政機関
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である足利市に対して提出するものです。８月の全員協議会で提案いたしま

した素案に対してご指摘をいただき、その後修正をした箇所についてご説明

します。 

２６ページをお開きください。４番、新規参入の推進についてのうち、（１）

新規就農者への支援についてでありますが、新規就農塾があまり機能してい

ないのではないかとのご指摘を石𣘺委員からいただき、内容を修正いたしま

した。新規就農塾の具体的な事業として、議案に記載いたしましたとおり、「研

修手当の増額」、「ハウスや農業用機械への補助の充実」といった、より具体的

な事業の改善についての提案を追加し、これらの事業により就農塾が現状維

持にとどまらず、「実際の就農に結び付くよう」「研修から就農まで一貫したサ

ポートを充実化させる」そのような趣旨の意見に修正をいたしました。修正し

た内容につきましては、９月１５日に開催しました運営委員会でご審議をい

ただき、ご了承をいただいております。 

本日、議案書の内容でご承認をいただきましたら、この後１７時から、この

会場で足利市長へ意見書を手渡しすることとなっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは本件は提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第５号はそのように決定いたしました。 

なお、総会及び全員協議会終了後、市長に提出をいたします。 

続いて、議案第６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の２７ページをお開きください。 

議案第６号、相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、ご説明いた

します。 

相続税の納税猶予制度は、租税特別措置法に基づき、農地を相続した者が当

該農地で農業経営を行っていくことを条件として、相続税の納税が猶予され

るものです。猶予の手続にあたっては、農業経営を行ううえで適格である旨

の、農業委員会が発行した証明書を添付して、税務署に申請手続きを行うこと

となっておりますので、申請者の農業経営について適格かどうか、ご審議をい

ただくものです。 

それでは議案書の内容に沿ってご説明いたします。１番、申請地は福居町に

ある畑及び田、計６筆で、面積の合計は４，１７９㎡です。被相続人及び相続

人は記載のとおりで、相続開始年月日は令和４年１月３１日です。令和４年９

月１３日に、石𣘺委員と事務局で申請地の現地調査を行い、適正に耕作されて

いることを確認しております。 
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スクリーンをご覧ください。申請地の位置図と現地の写真です（モニター画

面に投影）。足利大学附属高等学校の南から南西のあたりで、市街化区域内に

ある農地で、４か所にわかれています。現地の様子です。初めに、議案書上か

ら４番目の農地です。米が作付けされていました。次に、５番目と６番目の農

地です。同じく、米が作付けされていました。次に、２番目の農地です。パイ

プハウスの中でトマトが栽培されていました。最後に、１番目と３番目の農地

です。ネギなどの野菜が栽培されていました。 

以上、本申請につきましては、すべての農地が適正に耕作、管理されており

ますことを報告いたします。申請者の農業経営について適格かどうか、ご審議

をお願いいたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは本件は適格と認めることにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第６号はそのように決定いたしました。 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

また前回の総会において、農業会議に諮問する旨の議決をされた、農地法第

５条許可申請につきましては、８月２６日に開催された常設審議委員会にお

いて、許可相当との答申を得、会長専決にて許可の決定と指令書の交付をした

ことをご報告いたします。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第２８回足利市農業委員会総会を閉会いたします。 

【午後３時３３分  閉会】 
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